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承認案第１１５号 

 

専決処分の承認について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定

により議会の承認を求める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

  



‐２‐ 

（提案理由） 

令和７年７月２５日、豊栄町別府において、里道の管理上の瑕疵
か し

により、道路横

断溝のグレーチング（溝蓋）が普通自動車の走行によって跳ね上がり、当該普通自

動車の前部バンパー等を損傷した事故があり、損害賠償の額を定めることについ

て、議会を招集する時間的余裕がないと認め専決処分をしたので、この処分につい

て報告し、その承認を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。－略－ 

③ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

  



‐３‐ 

専  決  処  分  書 

 

 損害賠償の額を次のとおり定めることについて、議会を招集してその議決を経る

時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により専決処分をする。 

 

  令和７年１１月６日 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

１  損害賠償の額  

６１万２５９円 

２  債  権  者  

 

 



‐４‐ 

承認案第１１６号 

 

専決処分の承認について 

 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定

により議会の承認を求める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐５‐ 

（提案理由） 

 令和７年７月１３日、志和方面隊志和堀分団統合格納庫において、ホース乾燥柱

に干していたホースが強風にあおられ、隣接する東広島市志和堀地域センターの駐

車場に駐車していた普通自動車に接触し、当該普通自動車の屋根等を損傷した事故

があり、損害賠償の額を定めることについて、議会を招集する時間的余裕がないと

認め専決処分をしたので、この処分について報告し、その承認を求めるものであ

る。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分する

ことができる。－略－ 

③ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

 

  



‐６‐ 

専  決  処  分  書 

 

損害賠償の額を次のとおり定めることについて、議会を招集してその議決を経る

時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により専決処分をする。 

 

 令和７年１０月３１日 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 損害賠償の額  

９８万４,４８９円 

２ 債  権  者  



‐７‐ 

議案第１１７号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）に基づき設置さ

れた地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指

定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市河戸地域セン 

ター 

草が城の里・河戸自治協

議会 

会長 向井 康博 

東広島市河内町河戸８０

２番地１ 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



‐８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市河戸地域センターの管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指

定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



 

‐９‐ 

議案第１１８号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市老人集会所設置及び管理条例（昭和５２年東広島市条例第１３号）に基

づき設置された東広島市老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、次のとお

り指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

小田老人集会所 自治組織「共和の郷・

おだ」 

会長 小早川 正治 

東広島市河内町小田２１８

２番地 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



 

‐１０‐ 

 （提案理由） 

 小田老人集会所の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をするこ

とについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



 

‐１１‐ 

議案第１１９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市白市交流会館設置及び管理条例（平成２７年東広島市条例第４９号）に

基づき設置された東広島市白市交流会館の管理を指定管理者に行わせるため、次の

とおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長  髙  垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市白市交流会館 白市景観形成委員会 

会長 大多和 孝 

東広島市高屋町白市１１

３２番地３ 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 



 

‐１２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市白市交流会館の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定を

することについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐１３‐ 

議案第１２０号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市都市公園条例（昭和５９年東広島市条例第２０号）に基づき設置された

都市公園の管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指定をする

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島運動公園 アクアパーク東広島スポ

ーツパートナーズ 

代表者 

コナミスポーツ株式会社 

代表取締役社長 室田 

健志 

構成員 

特定非営利活動法人ポラ

ーノ 

理事長 松村 公市 

株式会社ユニサス 

代表取締役 松村 晋也 

東京都品川区東品川四丁

目１０番１号 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 



‐１４‐ 

（提案理由） 

 東広島運動公園の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の指定をするこ

とについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。



‐１５‐ 

議案第１２１号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市立図書館設置及び管理条例（平成２７年東広島市条例第４３号）に基づ

き設置された東広島市立図書館及び東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関

する条例（令和６年東広島市条例第４２号）に基づき設置された東広島市高屋情報

ラウンジの管理を指定管理者に行わせるため、次のとおり指定管理者の指定をする

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市立中央図書館 シダックス大新東ヒュー 

マンサービス株式会社 

代表取締役 山田 智治 

東京都調布市調布ヶ丘三 

丁目６番地３ 東広島市立サンスクエ 

ア児童青少年図書館 

東広島市立高屋図書館 

東広島市立黒瀬図書館 

東広島市立福富図書館 

東広島市立豊栄図書館 

東広島市立河内こども 

図書館 

東広島市立安芸津図書 

館 

東広島市高屋情報ラウ 

ンジ 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  



‐１６‐ 

 （提案理由） 

 東広島市立図書館及び東広島市高屋情報ラウンジの管理を指定管理者に行わせる

ため、指定管理者の指定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 



‐１７‐ 

議案第１２２号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 東広島市河内パークゴルフ場設置及び管理条例（平成２４年東広島市条例第２

号）に基づき設置された東広島市河内パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせ

るため、次のとおり指定管理者の指定をすることについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

   

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受け

るもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市河内パークゴ

ルフ場 

こうち交流促進施設運営

協議会 

理事長 小山 眞二 

東広島市河内町小田４１

３２番地１ 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 



‐１８‐ 

 （提案理由） 

 東広島市河内パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせるため、指定管理者の

指定をすることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 



‐１９‐ 

議案第１２３号 

 

   請負契約の締結について 

 

令和７年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（７－１）の請負契

約を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

令和７年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（７－１） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

８億９６０万円 

４ 契約の相手方 

大建・後藤組特定建設工事共同企業体 

代表構成員 東広島市西条町寺家７６４４番地１ 

株式会社大建 

代表取締役 大 田 孝 志 

構 成 員 東広島市西条町御薗宇２５３０番地の５ 

株式会社後藤組 

代表取締役 尾 中 正 士 

  



‐２０‐ 

 （提案理由） 

 令和７年度八本松駅前土地区画整理事業八本松駅前造成工事（７－１）の請負契

約を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、議会

の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐２１‐ 

議案第１２４号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和６年１２月１９日議決第１２４号により議決を経た令和６年度地域活動拠点

整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合施設新築工事（建築）の請

負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 １１億９,３５０万円」を「３ 契約金額 １２億３１７万８,

９００円」に改める。 

  



‐２２‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合

施設新築工事（建築）の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生

じたため、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐２３‐ 

議案第１２５号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和６年１２月１９日議決第１２５号により議決を経た令和６年度地域活動拠点

整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合施設新築工事（電気）の請

負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ２億８,１６０万円」を「３ 契約金額 ２億８,４９１万８,

７００円」に改める。 

  



‐２４‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合

施設新築工事（電気）の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生

じたため、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐２５‐ 

議案第１２６号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和６年１２月１９日議決第１２６号により議決を経た令和６年度地域活動拠点

整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合施設新築工事（機械）の請

負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ２億５,６３０万円」を「３ 契約金額 ２億６,０００万３,

７００円」に改める。 

  



‐２６‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複合

施設新築工事（機械）の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生

じたため、請負契約金額を変更することについて、議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐２７‐ 

議案第１２７号 

 

   請負契約の変更について 

 

令和６年９月１９日議決第９７号により議決を経た令和６年度公園整備事業東広

島運動公園体育館等改修工事（建築）の請負契約を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年

東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ４億３,５３３万６,０００円」を「３ 契約金額 ４億５,７

３５万１,４００円」に改める。 

  



‐２８‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度公園整備事業東広島運動公園体育館等改修工事（建築）の請負契約に

ついて、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更する

ことについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐２９‐ 

議案第１２８号 

 

   請負契約の変更について 

 

令和６年９月１９日議決第９８号により議決を経た令和６年度公園整備事業東広

島運動公園体育館等改修工事（電気）の請負契約を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年

東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ４億２,５１５万円」を「３ 契約金額 ４億５,３８９万５,

２００円」に改める。 

  



‐３０‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度公園整備事業東広島運動公園体育館等改修工事（電気）の請負契約に

ついて、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更する

ことについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐３１‐ 

議案第１２９号 

 

   請負契約の変更について 

 

令和６年９月１９日議決第９９号により議決を経た令和６年度公園整備事業東広

島運動公園体育館等改修工事（機械）の請負契約を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年

東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 「３ 契約金額 ５億８,９６０万円」を「３ 契約金額 ５億９,４９４万１,

６００円」に改める。 

  



‐３２‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度公園整備事業東広島運動公園体育館等改修工事（機械）の請負契約に

ついて、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更する

ことについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。



‐３３‐ 

議案第１３０号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和６年９月１９日議決第１１３号により議決を経た令和６年度小学校施設整備

事業御薗宇小学校増築及び改修工事の請負契約を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年

東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

「３ 契約金額 １８億２,９３０万円」を「３ 契約金額 １８億４,８６０万

２,８００円」に改める。 

  



‐３４‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度小学校施設整備事業御薗宇小学校増築及び改修工事の請負契約につい

て、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更すること

について、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



‐３５‐ 

議案第１３１号 

 

   請負契約の変更について 

 

 令和６年６月２７日議決第６８号により議決を経た令和６年度小学校施設整備事

業川上小学校長寿命化改良及び増築工事の請負契約を次のとおり変更することにつ

いて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９

年東広島市条例第１２５号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

「３ 契約金額 ４４億９,９００万円」を「３ 契約金額 ４５億２,９４７万

１,１００円」に改める。 

  



‐３６‐ 

 （提案理由） 

 令和６年度小学校施設整備事業川上小学校長寿命化改良及び増築工事の請負契約

について、工事の内容の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更す

ることについて、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



‐３７‐ 

議案第１３２号 

 

職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

第１３条第２項第２号中「９,６００円」を「１１,０００円」に、「９,９０

０円」を「１２,７００円」に、「１０,２００円」を「１４,４００円」に、「

１０,５００円」を「１６,１００円」に、「１０,８００円」を「１７,８００

円」に、「１１,１００円」を「１９,５００円」に改める。 

第２２条第１項第１号中「５万１,６００円」を「５万２,１００円」に改め

る。 

第２３条第２項中「期末手当基礎額に」の右に「、６月に支給する場合には」

を、「１００分の１２５」の右に「を、１２月に支給する場合には１００分の１

２７.５」を加え、同条第３項中「１００分の７０」と」の右に「、「１００分

の１２７.５」とあるのは「１００分の７２.５」と」を加える。 

第２４条第２項第１号中「勤勉手当基礎額）に」の右に「、６月に支給する場

合には」を、「１００分の１０５」の右に「を、１２月に支給する場合には１０

０分の１０７.５」を加え、同項第２号中「勤勉手当基礎額に」の右に「、６月

に支給する場合には」を、「１００分の５０」の右に「を、１２月に支給する場

合には１００分の５２.５」を加える。 
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  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

行  政  職  給  料  表 

職員 

の区 

分 

 

 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級                   ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

   

 

１ 

円

195,800 

円

242,000 

円

276,300 

円

309,800 

円

332,600 

円

366,800 

円

420,700 

円

471,900 

２ 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 

３ 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 

４ 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 

５ 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 

         

６ 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 

７ 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 

８ 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 

９ 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600  

         

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100  

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600  

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100  

  14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400  

  15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700  

           

  16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900  

 17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100  

  18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400  

  19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700  

 20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900  

           

  21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100  

 22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900  

  23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700  

  24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500  

  25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100  

          

  26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700  

 27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300  

  28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900  

  29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600  

  30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400  

           

 31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800  

 32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500  

  33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000  
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  34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400  

  35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800  

           

  36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200  

 37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600  

 38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900  

  39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200  

  40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500  

           

  41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800  

 42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100  

  43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400  

 44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700  

  45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000  

           

  46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100    

 47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400    

  48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700    

  49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900    

 50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200    

           

  51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400    

 52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700    

  53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900    

  54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200    

  55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500    

          

  56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800    

 57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000    

  58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300    

  59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600    

  60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800    

           

 61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000    

 62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300    

  63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600    

  64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800    

  65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000    

           

  66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300    

 67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600    

 68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800    

  69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000    

  70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300    

           

  71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600     

 72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800     

  73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000     
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 74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300      

  75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600      

           

  76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800      

 77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000      

  78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300      

  79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600      

 80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800      

           

  81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000      

 82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300      

  83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600      

  84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800      

  85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000      

          

  86 266,200 305,800 355,700 396,800 409,200      

 87 266,500 306,100 356,100 397,100 409,400      

  88 266,800 306,400 356,500 397,400 409,600    

  89 267,100 306,700 356,700 397,700 409,800    

  90 267,400 307,000 357,100 398,000     

           

 91 267,700 307,300 357,500 398,300     

 92 268,000 307,600 357,900 398,600     

  93 268,300 307,800 358,100 398,900     

  94  308,000 358,400 399,200     

  95  308,300 358,800 399,500     

           

  96  308,700 359,100 399,800     

 97  308,900 359,400 400,100     

 98  309,200 359,800      

  99  309,500 360,200      

  100  309,900 360,600      

           

  101  310,100 361,100      

 102  310,400 361,500      

  103  310,700 361,900      

 104  311,000 362,300      

  105  311,200 362,800      

           

  106  311,500 363,200      

 107  311,800 363,500      

  108  312,100 363,800      

  109  312,300 364,200      

 110  312,600       

           

  111  313,000       

 112  313,300       

  113  313,500       
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  114  313,700       

  115  314,000       

          

  116  314,400       

 117  314,600       

  118  314,800       

  119  315,100       

  120  315,400       

           

 121  315,700       

 122  315,900       

  123  316,200       

  124  316,500       

  125  316,800       

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 
基  準 

給料月額 

円 

200,300 

円 

227,800 

円 

269,500 

円 

290,100 

円 

305,700 

円 

331,900 

円 

374,800 

円 

409,200 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第２６条及

び附則第２項に規定する職員を除く。 

別表第２（第５条関係） 

消  防  職  給  料  表 

職員 

の区 

分 

 

 

職務 

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以 

外の 

職員 

  

  

  

  

 円 円 円 円 円 円 円 

１ 225,600 246,600 269,600 308,200 344,100 365,700 396,700 

２ 228,000 248,800 271,500 309,200 345,600 367,400 398,400 

３ 230,400 251,000 273,600 310,100 347,000 369,100 400,000 

４ 232,800 253,200 275,700 311,000 348,500 370,700 401,700 

５ 235,100 255,400 277,700 311,600 350,000 372,300 403,200 

        

６ 237,500 257,400 279,000 312,300 351,400 374,000 404,800 

７ 239,900 259,400 280,300 312,900 352,700 375,600 406,400 

８ 242,100 261,200 281,600 313,600 354,000 377,100 408,000 

９ 244,300 263,000 282,900 314,200 355,300 378,600 409,500 

10 246,400 264,700 284,200 314,900 356,900 380,200 411,100 

        

  11 248,500 266,400 285,400 315,600 358,500 381,800 412,700 

  12 250,500 267,800 286,600 316,200 360,100 383,400 414,300 

  13 252,400 269,200 287,800 316,900 361,500 385,000 415,800 

  14 254,400 271,000 288,800 317,600 363,100 386,600 417,800 

  15 256,400 272,300 289,800 318,200 364,600 388,200 419,800 
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  16 258,000 273,700 291,200 319,000 366,100 389,800 421,800 

  17 259,600 275,100 292,300 319,700 367,600 391,400 423,300 

  18 261,100 276,300 293,400 320,500 369,200 393,000 425,000 

  19 262,600 277,500 294,500 321,500 370,700 394,600 426,600 

  20 264,100 278,600 295,600 322,300 372,200 396,200 428,300 

         

  21 265,600 279,900 296,800 323,200 373,700 397,700 429,900 

  22 267,100 281,000 297,400 324,400 375,300 399,300 431,400 

  23 268,600 282,200 297,900 325,700 376,900 401,000 432,900 

  24 270,100 283,300 298,500 327,000 378,500 402,700 434,300 

  25 271,600 284,600 298,900 328,200 379,900 404,400 435,500 

         

  26 272,800 285,900 299,500 329,700 381,600 406,400 437,000 

  27 274,000 287,100 300,000 331,000 383,300 408,200 438,500 

  28 275,200 288,300 300,500 332,000 384,900 410,100 439,900 

  29 276,400 289,200 300,900 332,900 386,500 411,800 441,400 

  30 277,500 290,200 301,500 334,100 388,100 413,200 442,700 

         

  31 278,600 291,300 302,000 335,200 389,700 414,400 443,900 

  32 279,700 292,300 302,500 336,300 391,300 415,700 445,100 

  33 281,000 293,500 303,000 337,400 393,000 416,700 446,100 

  34 282,300 294,100 303,600 338,600 395,000 417,800 446,800 

  35 283,500 294,700 304,000 339,800 397,000 418,800 447,500 

         

  36 284,800 295,300 304,400 340,800 399,000 419,800 448,200 

  37 285,700 295,700 304,900 341,900 400,700 420,900 448,700 

  38 286,700 296,300 305,500 343,100 402,400 422,000 449,100 

  39 287,800 296,900 306,100 344,300 403,900 423,100 449,500 

  40 288,900 297,400 306,600 345,500 405,400 424,200 449,800 

         

  41 290,100 297,800 307,200 346,600 406,600 425,400 450,100 

  42 290,700 298,400 307,900 347,700 407,600 426,200 450,400 

  43 291,300 299,000 308,600 348,900 408,600 427,000 450,700 

  44 291,800 299,500 309,200 350,100 409,600 427,600 451,000 

  45 292,200 299,900 309,800 351,200 410,600 428,100 451,200 

         

  46 292,700 300,400 310,600 352,500 411,700 428,800 451,500 

  47 293,200 300,900 311,400 353,700 412,800 429,500 451,800 

  48 293,700 301,400 312,100 354,900 413,900 430,100 452,000 

  49 294,100 301,900 312,900 356,100 415,200 430,800 452,300 

  50 294,600 302,400 313,900 357,400 416,000 431,200 452,600 

         

  51 295,100 303,000 314,900 358,700 416,800 431,800 452,900 

  52 295,600 303,500 315,900 360,000 417,400 432,400 453,200 

  53 296,100 304,100 316,900 360,900 417,900 432,800 453,400 

  54 296,700 304,700 318,000 362,200 418,600 433,200 453,700 

  55 297,100 305,400 319,000 363,400 419,200 433,700 453,900 
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  56 297,500 306,000 320,000 364,600 419,900 434,200 454,200 

  57 298,000 306,600 321,000 365,700 420,200 434,700 454,400 

  58 298,500 307,400 322,100 367,000 420,900 435,200 454,700 

  59 299,000 308,200 323,200 368,400 421,600 435,600 455,000 

  60 299,400 308,900 324,300 369,800 422,100 436,000 455,200 

         

  61 299,900 309,700 325,100 371,100 422,500 436,400 455,400 

  62 300,300 310,500 326,200 372,600 422,900 436,700 455,700 

  63 300,800 311,300 327,300 374,100 423,400 437,000 456,000 

  64 301,200 312,200 328,400 375,500 423,900 437,300 456,300 

  65 301,700 313,000 329,300 376,700 424,400 437,500 456,500 

         

  66 302,200 313,800 330,400 378,100 424,800 437,800 456,800 

  67 302,600 314,600 331,500 379,400 425,300 438,100 457,100 

  68 303,000 315,400 332,600 380,800 425,800 438,300 457,400 

  69 303,500 316,300 333,600 381,900 426,300 438,500 457,600 

  70 303,900 317,100 334,700 383,100 426,800 438,800 457,900 

         

  71 304,300 318,000 335,900 384,300 427,400 439,100 458,200 

  72 304,800 318,900 337,100 385,500 427,900 439,300 458,500 

  73 305,300 319,500 337,800 386,800 428,300 439,500 458,700 

  74 305,800 320,400 339,100 388,000 428,900 439,800  

  75 306,400 321,300 340,400 389,200 429,300 440,100  

         

  76 306,800 322,100 341,700 390,300 429,500 440,300  

  77 307,300 322,700 342,900 391,400 429,800 440,500  

  78 307,800 323,600 344,300 392,600 430,300 440,800  

  79 308,400 324,500 345,700 393,700 430,600 441,100  

  80 309,000 325,500 347,100 394,900 430,900 441,300  

         

  81 309,500 326,400 348,400 396,000 431,200 441,500  

  82 310,000 327,400 350,000 396,600 431,600 441,800  

  83 310,700 328,300 351,500 397,100 432,000 442,100  

  84 311,300 329,300 353,000 397,600 432,400 442,300  

  85 311,900 330,200 354,400 398,200 432,700 442,500  

         

  86 312,500 331,200 355,900 398,800     

  87 313,200 332,200 357,400 399,400     

  88 313,900 333,200 358,800 400,000     

  89 314,600 334,100 360,100 400,300     

  90 315,300 335,400 361,300 400,800     

         

  91 316,000 336,600 362,500 401,300     

  92 316,700 337,800 363,800 401,800     

  93 317,200 339,000 365,100 402,200     

  94 318,100 340,300 366,600 402,600     

  95 319,000 341,500 368,100 403,100     
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  96 319,800 342,700 369,500 403,600       

  97 320,500 343,900 370,800 404,000       

  98 321,400 345,200 372,000 404,500       

  99 322,300 346,400 373,100 405,000       

  100 323,200 347,600 374,300 405,400       

         

  101 324,100 349,000 375,400 405,700       

  102 325,100 349,900 376,500 406,100       

  103 326,100 350,900 377,600 406,500       

  104 327,000 352,000 378,700 406,800       

  105 327,800 353,100 379,900 407,100       

         

  106 328,400 354,200 380,400 407,600       

  107 329,000 355,200 381,000 408,100       

  108 329,600 356,200 381,600 408,600       

  109 330,100 357,400 382,200 408,900       

  110 330,600 358,400 382,700 409,400       

         

  111 331,000 359,400 383,100 409,900       

  112 331,500 360,300 383,600 410,400       

  113 332,300 361,200 384,000 410,700       

  114 332,900 362,100 384,400 411,200       

  115 333,600 363,000 384,900 411,700       

         

  116 334,200 364,000 385,400 412,200       

  117 334,800 365,000 385,800 412,600       

  118 335,500 365,400 386,300 413,100       

  119 336,200 366,000 386,900 413,500       

  120 336,900 366,600 387,400 414,000       

         

  121 337,500 366,900 387,600 414,400       

  122 337,800 367,300 388,100        

  123 338,300 367,700 388,600        

  124 338,800 368,100 389,000        

  125 339,100 368,500 389,500        

         

  126   368,900 390,000         

  127   369,300 390,500         

  128   369,700 391,000         

  129   370,100 391,300         

  130   370,500 391,800         

         

  131   370,900 392,300         

  132   371,300 392,800         

  133   371,500 393,100         

  134   372,000 393,600         

  135   372,300 394,000         
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  136   372,600 394,400         

  137   372,900 394,700         

  138   373,300 395,100         

  139   373,800 395,600         

  140   374,300 396,100         

         

  141   374,600 396,400         

  142   375,100          

  143   375,600          

  144   376,100          

  145   376,400          

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

円 

255,400 

円 

267,500 

円 

272,000 

円 

304,600 

円 

321,900 

円 

336,500 

円 

360,700 

 備考 この表は、消防吏員（市長が定める職員を除く。）に適用する。 

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条中第９項を第１０項とし、第５項から第８項までを１項ずつ繰り下

げ、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項第２号に掲げる職員で、勤務箇所の駐車場の不足により、勤務箇所に

通勤のための自動車等を駐車することができないため、有料の駐車場を利用し

て、その料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第２項第２

号に規定する額に、その者の１か月当たりの駐車に要する料金に２分の１を乗

じて得た額に相当する額（その額が５,０００円を超えるときは、５,０００

円）に支給単位期間の月数を乗じて得た額を加算した額とする。 

  第２３条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５を、１２月に

支給する場合には１００分の１２７.５」を「１００分の１２６.２５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００

分の１２７.５」を「１００分の１２６.２５」に、「１００分の７２.５」を「

１００分の７１.２５」に改める。 

 第２４条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０５を、１

２月に支給する場合には１００分の１０７.５」を「１００分の１０６.２５」に

改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の５０を、１２月に支
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給する場合には１００分の５２.５」を「１００分の５１.２５」に改める。  

 （特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

第４条 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第４条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３２.５」に改める。 

 （東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年東広島市

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額（円） 

１ ４０５,０００ 

２ ４５５,０００ 

３ ５０８,０００ 

４ ５７４,０００ 

５ ６５５,０００ 

６ ７６５,０００ 

７ ８９３,０００ 

  第８条第２項中「１００分の９５」と」の右に「、「１００分の１２７.５」

とあるのは「１００分の９７.５」と」を、「１００分の８７.５」と」の右に

「、「１００分の１０７.５」とあるのは「１００分の９０」と」を加える。 

第６条 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２６.２５」に、「１

００分の９５」と、「１００分の１２７.５」とあるのは「１００分の９７.５」

を「１００分の９６.２５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０６.２

５」に、「１００分の８７.５」と、「１００分の１０７.５」とあるのは「１０

０分の９０」を「１００分の８８.７５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規

定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」と

いう。）及び第５条の規定による改正後の東広島市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（以下「新任期付職員条例」という。）の規定は令和７年４月１日

から、第３条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例

（以下「新特別職給与等条例」という。）の規定は同年１２月１日から適用す

る。 

 （給与の内払） 

３ 新給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合

には、第１条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第３条の規定によ

る改正前の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例又は第５条の規定による

改正前の東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、それぞれ新給与条例、新特別職給与等条例又は新任期付職員条

例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 
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 （提案理由） 

 国家公務員の一般職の職員の給与の改定に合わせて、一般職の職員の給与の改定

を行うとともに、当該一般職の職員の給与の改定に合わせて市議会議員並びに市

長、副市長及び教育長の期末手当の支給率等の改定を行うため、この条例案を提出

するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０３条 

③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給するこ

とができる。 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。 

第２０４条  

② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手

当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手

当、特地勤務手当（－略－）、へき地手当（－略－）、時間外勤務手当、宿日直

手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末

手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手

当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当

（－略－）又は退職手当を支給することができる。 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
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議案第１３３号 

 

職員の旅費に関する条例等の一部改正について 

 

 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の旅費に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第１号中「在勤庁」の右に「（常時勤務する在勤庁のない場合又

は任命権者若しくはその委任を受けた者若しくは旅行依頼を行う者（以下「旅行

命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が

認める場所）」を、「離れて」の右に「旅行し、又は職員以外の者が公務のため

一時その住所又は居所を離れて」を加え、同項第３号中「若しくはその扶養親族

又は遺族」を「又はその遺族」に、「根拠地」を「根拠」に改め、同項第４号中

「扶養親族」を「家族」に、「届出をしないが」を「婚姻の届出をしていない

が、」に、「婚姻」を「婚姻関係」に、「主として職員の収入によつて生計を維

持している」を「職員と生計を一にする」に改め、同項に次の１号を加える。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６

条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下

この号において「旅行業者等」という。）であつて、市と旅行役務提供契約

（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行

者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係

る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第８項におい
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て同じ。）を締結したものをいう。 

第２条第２項を削る。 

第３条第２項第１号中「当該退職」を「当該退職等」に改め、同条第６項中「

及び第４項」を「、第４項及び第５項」に改め、「交通機関の事故又は」を削

り、「市長が」を「規則で」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「前

項」を「前２項」に改め、「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受

けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。）」

を削り、「その出発前に旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）

を変更され、若しくは取り消され」を「次条第３項の規定により旅行命令又は旅

行依頼（以下「旅行命令等」という。）の変更（取消しを含む。同項及び同条第

４項並びに第５条において同じ。）を受け」に、「において」を「その他規則で

定める場合には」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「なつた」を「

なる金額又は支出を要する」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に

次の１項を加える。 

 ５ 第１項、第２項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別

の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費

を支給する。 

  第３条に次の１項を加える。 

 ８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市が旅

行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これ

らの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対

し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

  第４条第１項中「任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者

（以下「旅行命令権者」という。）」を「旅行命令権者」に改め、同条第３項中

「旅行命令を変更する」を「旅行命令等の変更をする」に改め、「場合」の右に

「で、前項の規定に該当するとき」を加え、「これらを変更する」を「その変更

をする」に改め、同条第４項及び第５項を次のように改める。 

 ４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿

又は旅行依頼簿（以下この項及び次項において「旅行命令簿等」という。）に

規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしな
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ければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいと

まがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することが

できる。 

 ５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合に

は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録を

しなければならない。 

  第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」

に改める。 

  第６条から第１９条までを次のように改める。 

 （旅費の計算、種目及び内容） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次項で定める種

目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に

よつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によ

り最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつ

た経路及び方法によつて計算する。 

２ 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容につい

ては、この条例及び規則の定めるところによる。 

  （旅費の請求手続） 

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び

概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに

旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書

（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項において

同じ。）を含む。以下この条において同じ。）に必要な資料を添えて、これを

当該旅費又は当該金額の支払をする者（以下「支払担当者」という。）に提出

しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し

なかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を

提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされ
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なかつた部分の支給又は支払を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期

間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならな

い。 

３ 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所

定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支払担当者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた

旅行者が第２項に規定する期間内に精算しなかつた場合又は前項に規定する期

間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支払担当者がその後においてそ

の者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額

又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あつて規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもつて提出すること

ができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたとき

は、支払担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされ

た時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

７ 第１項の請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第２項及び

第３項に規定する期間並びに第４項に規定する給与の種類その他必要な事項

は、規則で定める。 

（鉄道賃） 

第８条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項

に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）

第１条第１項に規定する軌道をいう。次項及び第１１条第１項において同

じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号

から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であつて、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 急行料金 
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(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最下級の運賃の額とする。 

  （船賃） 

第９条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項

に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項及び第１１条第１項に

おいて同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用

（第２号から第４号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支

払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額と

する。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により

移動するときは最下級の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第１０条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１

８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項及び次条第１項

において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費

用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払

うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とす

る。 

(1) 運賃 

(2) 座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機によ

り移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 
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（その他の交通費） 

第１１条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用

は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗

合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客

の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運

賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供

する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除

く。）を利用する移動に要する運賃 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第８０条第１項の許

可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接

要する費用 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第３号に定める移動に直接要する費用のうち、公務上の必要又は天災そ

の他やむを得ない事情により職員が所有等をする自家用自動車を使用すること

について任命権者の承認を受けてする移動に係るものは、当該移動の全路程を

通算した路程１キロメートルにつき３７円を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定により通算した路程に、１キロメートル未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てる。 

（宿泊費） 

第１２条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及

び旅行者の職務を勘案して規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」と

いう。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で

定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

第１３条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費

用とし、その額は、当該移動に係る第８条から第１１条までの規定による交通

費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 
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（宿泊手当） 

第１４条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜当たりの定額

とする。 

（転居費） 

第１５条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１７条第１項第１号又は

第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、

転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第１６条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額

は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計

額に相当する額とする。 

（家族移転費） 

第１７条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下

この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家

族１人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任が

あつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合に

は、同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合

には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

（退職者等の旅費） 

第１８条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日

から３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準

じて規則で定めるものとする。 

２ 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に
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規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当

するものを加えるものとする。 

３ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定す

る期間を延長することができる。 

（遺族の旅費） 

第１９条 第３条第２項第２号又は第３号の規定により支給する旅費は、出張又

は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。 

第２０条から第２７条までを削り、第２８条を第２０条とし、同条の次に次の

１条を加える。 

  （旅費の支給額の上限） 

第２１条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれら

に相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第８条第１項各号、第９条

第１項各号、第１０条第１項各号及び第１１条第１項各号に掲げる各費用につ

いて、当該各条及び第６条第１項の規定により計算した額と現に支払つた額を

比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給

額は、当該各種目について第１２条、第１３条、第１５条、第１６条及び第１

７条第１項並びに第６条第１項の規定により計算した額と現に支払つた額を比

較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

  第２９条第１項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した」を「市

以外の者から旅費の支給を受ける」に、「、その他当該」を「その他」に、「特

殊事情」を「特別の事情」に、「当該旅行」を「旅行」に改め、「この条例」の

右に「又は旅費に関する他の条例」を加え、同条第２項中「特殊の事情」を「特

別の事情」に改め、同条を第２２条とする。 

  第３０条第２項ただし書を削り、同条を第２３条とし、同条の次に次の１条を

加える。 

  （旅費の返納） 

第２４条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則

の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合に
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は、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受け

た場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に

対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差

し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

  第３１条の見出しを「（規則への委任）」に改め、同条中「この」を「この条

例に定めるもののほか、この条例による旅費の支給の手続その他この」に改め、

同条を第２５条とする。 

  別表第１及び別表第２を削る。 

 （東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（昭和４９年東広島

市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の場合のほか、団員が公務のため旅行した場合においては、その旅行に

ついて費用弁償として旅費を支給する。 

３ 前項の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通

費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、団長については特別職

の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５号）の適用

を受ける市議会議員の例により、団員（団長を除く。以下この項において同

じ。）については職員の旅費に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１４

号）の適用を受ける職員の例により算定した額とする。ただし、団員が命令を

受けて団長に随行し、又は同行して宿泊を要する旅行をした場合には、当該旅

行における団長に支給する旅費の相当額を支給する。 

 第１５条第４項中「種類」を「種目」に改める。 

  別表を削る。 

 （特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第６条第４項を次のように改める。 
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 ４ 前３項の規定により支給する費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額を算出するに当

たっては、職員の旅費に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１４号。以下

「旅費条例」という。）第８条から第１４条まで及び第２１条の規定を準用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる旅費条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。た

だし、その他の非常勤職員のうち規則で定める職のものの費用弁償の種目及び

額は、一般職の職員の旅費の種目（転居費、着後滞在費及び家族移転費を除

く。）及び額の例による。 

第８条第１項 第２号から第５号まで 第２号から第６号まで 

(5) 前各号に掲げる費用に

付随する費用 

(5) 特別車両料金（県内旅

行の場合を除く。） 

(6) 前各号に掲げる費用に

付随する費用 

第８条第２項及

び第９条第２項 

最下級 最上級 

第１０条第２項 最下級の運賃の額 現に支払った運賃の額 

  第７条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定により支給する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の

交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費

とし、その額を算出するに当たっては、旅費条例第８条から第１７条まで及び

第２１条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旅費条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第８条第１項 第２号から第５号まで 第２号から第６号まで 

(5) 前各号に掲げる費用に

付随する費用 

(5) 特別車両料金（県内旅

行の場合を除く。） 

(6) 前各号に掲げる費用に

付随する費用 

第８条第２項及

び第９条第２項 

最下級 最上級 

第１０条第２項 最下級の運賃の額 現に支払った運賃の額 

  第８条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定により支給する実費弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その

他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額を算出するに当た
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っては、旅費条例第８条から第１４条まで及び第２１条の規定を準用する。 

第９条を削る。 

第１０条中「種類」を「種目」に改め、同条を第９条とし、第１１条を第１０

条とし、第１２条を第１１条とする。 

別表第１中「、第６条、第８条」を削り、同表の３の表を削る。 

別表第２中「、第７条」を削り、同表の１の表中「１ 給料月額」を削る。 

別表第２の２の表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例（以下「新条例」と

いう。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新条

例第２条第１号に規定する旅行命令権者が新条例第３条第６項に規定する旅行命

令等を発する旅行及び新条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅

行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例（以下「旧条

例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が旧条例第３条第５項に規

定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行

日前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が旧条例第３条第５項に規定

する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第１号に規定する旅行

命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行につ

いては、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分

について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分について

は、なお従前の例による。 

２ 新条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１

項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる場

合について適用し、旧条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の

支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２４条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費

の支給を受けた場合について適用する。 
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 （東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例等の一部改正に伴う経過

措置） 

第３条 第２条の規定による改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関

する条例及び第３条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関す

る条例の規定により支給される旅費については、前条の規定を準用する。 

 （東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

９年東広島市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

 （東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

９年東広島市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

 （東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５９

年東広島市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条 東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

９年東広島市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第８条 東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

９年東広島市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 
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（東広島市西志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第９条 東広島市西志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

９年東広島市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１０条 東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

１年東広島市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１１条 東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

４年東広島市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１２条 東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

６年東広島市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

（東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１３条 東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

６年東広島市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項ただし書を削り、同条第２項中「種類」を「種目」に、「別表第

１」を「第６条」に改める。 

 （東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正

に伴う経過措置） 

第１４条 附則第４条の規定による改正後の東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬

及び費用弁償に関する条例、附則第５条の規定による改正後の東広島市上三永財

産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第６条の規定による改正後
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の東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第７条の

規定による改正後の東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する

条例、附則第８条の規定による改正後の東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及

び費用弁償に関する条例、附則第９条の規定による改正後の東広島市西志和財産

区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第１０条の規定による改正後

の東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第１１条

の規定による改正後の東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する

条例、附則第１２条の規定による改正後の東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及

び費用弁償に関する条例及び前条の規定による改正後の東広島市久芳財産区管理

委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給される旅費については、

附則第２条の規定を準用する。 
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 （提案理由） 

 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の一部改正に合

わせて、一般職の職員の旅費の改定等を行うとともに、当該一般職の職員の旅費の

改定に合わせて特別職の職員等の費用弁償及び旅費の改定その他所要の規定の整備

を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０３条 

④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定

めなければならない。 

第２０４条  

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

第２９６条の４ 前２条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管

理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。－略

－ 

 

 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 

第２３条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに

関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公

務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 
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議案第１３４号 

 

   東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

   に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例（平成２７年東広島市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

５ 市長  住登外者宛名番号管理機能（本市で管理する住登外者（本市の住

民基本台帳に記録されていない者であって、市民とは別に管理して

おく必要があるものをいう。以下この項及び別表第２の１の表１の

項において同じ。）を識別するための番号を付し、及び管理する機

能をいう。同項において同じ。）による住登外者の情報の管理に関

する事務（以下「住登外者情報管理事務」という。）であって規則

で定めるもの 

６ 教育

委員会 

 住登外者情報管理事務であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

５ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報（以下「

住登外者宛名情報」という。）であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表２の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

１ 外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 
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２ 住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 別表第２の１の表３の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

４ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表４の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

１ 外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

２ 住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

 別表第２の１の表５の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

１ 外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

２ 住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

 

 別表第２の１の表６の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

８ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表７の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

３ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表８の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

４ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表９の項、１０の項及び１１の項特定個人情報の欄に次のように

加える。 

３ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１２の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

４ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 
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 別表第２の１の表１３の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

３ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１４の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

９ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１５の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

４ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１６の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

６ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１７の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

８ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１８の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

１２ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の１の表１９の項特定個人情報の欄を次のように改める。 

１ 外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

２ 住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 別表第２の２の表１の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

８ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２の表２の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

６ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２の表３の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

７ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２の表４の項特定個人情報の欄に次のように加える。 

１４ 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

 別表第２の２の表に次のように加える。 

５ 市長  住登外者情報管理事 １ 児童福祉法による障害児通所支援 
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 務であって規則で定め 

るもの 

 に関する情報であって規則で定める 

 もの 

２ 特別児童扶養手当関係情報であっ 

 て規則で定めるもの 

３ 障害者自立支援給付関係情報であ 

 って規則で定めるもの 

４ 生活保護関係情報であって規則で 

 定めるもの 

５ 中国残留邦人等支援給付等関係情 

 報であって規則で定めるもの 

６ 地方税関係情報であって規則で定 

 めるもの 

７ 国民健康保険関係情報であって規 

 則で定めるもの 

８ 住民票関係情報であって規則で定 

 めるもの 

９ 介護保険給付等関係情報であって 

 規則で定めるもの 

１０ 身体障害者関係情報であって規 

 則で定めるもの 

１１ 原子爆弾被爆者に対する援護に 

 関する法律による一般疾病医療費の 

 支給に関する情報であって規則で定 

 めるもの 

１２ 後期高齢者医療保険給付関係情 

 報であって規則で定めるもの 

１３ 児童扶養手当法による児童扶養 

 手当の支給に関する情報であって規 

 則で定めるもの 

１４ 母子及び父子並びに寡婦福祉法 

 による給付金に関する情報であって 

 規則で定めるもの 

１５ 特別児童扶養手当等の支給に関 

 する法律による障害児福祉手当若し 

 くは特別障害者手当又は国民年金法 

 等の一部を改正する法律附則第９７ 

 条第１項の福祉手当の支給に関する 

 情報であって規則で定めるもの 

１６ 母子保健法による養育医療の給 

 付又は養育医療に要する費用の支給 

 に関する情報であって規則で定める 

 もの 

１７ 児童手当法による児童手当の支 

 給に関する情報であって規則で定め 



‐６８‐ 

 るもの 

１８ 東広島市重度心身障害者医療費 

 支給条例による医療費の支給に関す 

 る情報であって規則で定めるもの 

１９ 外国人生活保護関係情報であっ 

 て規則で定めるもの 

６ 教育委

員会 

 住登外者情報管理事

務であって規則で定め

るもの 

１ 生活保護関係情報であって規則で 

 定めるもの 

２ 地方税関係情報であって規則で定 

 めるもの 

３ 住民票関係情報であって規則で定 

 めるもの 

４ 外国人生活保護関係情報であって 

 規則で定めるもの 

 別表第３に次のように加える。 

４ 教育委員会  住登外者情報管理事務

であって規則で定めるも

の 

市長  住登外者宛名情 

報であって規則で 

定めるもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 
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 （提案理由） 

 地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務を個人番号を独自に利用する事務として追加する

とともに、特定個人情報の利用範囲及び提供に関し必要な事項を定めるため、この

条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号） 

第９条  

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会

保障、地方税（－略－）又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定め

るものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的

に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

－略－ 

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提

供をしてはならない。 

 (11) 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の

他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供する

とき。 
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議案第１３５号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第３の２の項から８の項までを次のように改める。 

２ 削除     

３ 削除     

４ 削除     

５ 削除     

６ 削除     

７ 削除     

８ 削除     

 別表第３の１２の項を次のように改める。 

12 削除     

 別表第３の２４の項を次のように改める。 

24 削除     

 別表第３の４４の項を次のように改める。 

44 削除     

別表第６備考第３号を次のように改める。 

(3) この表の３の項については、納税義務者ごと及び年度ごとに１件とする。た

だし、申請の際に証明に係る不動産又は動産を指定するものについて、その用

紙が２枚以上にわたるときは、当該１件とする手数料の額に用紙１枚を増すご

とに１００円を加算して得た額を手数料とする。 

別表第６備考に次のように加える。 
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(5) この表の２３の項については、納税義務者ごと及び年度ごとに１件とする。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第６備考の改正規

定は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後にされる検査等に係る手

数料について適用し、同日前にされた検査等に係る手数料については、なお従前

の例による。  
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（提案理由） 

 広島県から移譲された事務の返還に伴い当該事務に係る手数料を廃止するととも

に、地方公共団体情報システムの標準化に伴う固定資産税関係の証明書の様式の統

一に合わせて当該証明書の交付手数料の算定の区分の見直しを行うため、この条例

案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－
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議案第１３６号 

 

   東広島市地域センター条例の一部改正について 

 

 東広島市地域センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市地域センター条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市地域センター条例（平成２２年東広島市条例第４１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１東広島市高屋西地域センターの項中「東広島市高屋町杵原１３１６番地

１」を「東広島市高屋町杵原１２７６番地」に改める。 

 別表第２東広島市高屋西地域センターの項を次のように改める。 

東広島市高屋

西地域センタ

ー 

ホール（全面） １,３５０円 １,２７０円 

ホール（半面） ６７０円 ６３０円 

調理実習室 ６７０円 ３９０円 

研修室１ ２００円 １９０円 

研修室２ ４１０円 ３９０円 

研修室３ ４１０円 ３９０円 

研修室４ ４１０円 ３９０円 

研修室５ ４１０円 ３９０円 

和室１ ４１０円 ３９０円 

和室２ ４１０円 ３９０円 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ 東広島市高屋西地域センターの使用に係るこの条例による改正後の東広島市地

域センター条例（以下「新条例」という。）別表第２の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行
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日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後の東広島市高屋西地域センターの使用に係る新条例第１０条第１項

の許可及び新条例別表第２の規定により算定される使用料の徴収並びにこれらに

関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うこ

とができる。 
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 （提案理由） 

 東広島市高屋西地域センターの移転に伴い、当該地域センターの位置を変更し、

及び使用料の額を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１３７号 

 

   東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 

 東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例（平成１６年東広島市条例第５

１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第３５条関係） 

種 別 メーターの口径 単 位 金 額 

１ 設計審査手数 

 料 

２５ミリメート 

ル以下のもの 

１件につき ２,２５０円 

２５ミリメート 

ルを超えるもの 

１件につき 広島県水道広域連合企業団 

水道事業の給水及び水道用 

水供給事業の供給に関する 

条例（令和５年広島県水道 

広域連合企業団条例第２１ 

号）別表第１５の例に準じ 

て市長が定める額 

２ 工事検査手数 

 料 

２５ミリメート 

ル以下のもの 

１件につき ２,２５０円 

２５ミリメート 

ルを超えるもの 

１件につき 広島県水道広域連合企業団 

水道事業の給水及び水道用 

水供給事業の供給に関する 

条例別表第１５の例に準じ 

て市長が定める額 
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３ 道路占用許可 

申請手数料 

 １件につき ５,０００円 

４ 各種の証明手 

数料 

 １件につき 東広島市手数料条例（平成 

１２年東広島市条例第１２ 

号）別表第６の例に準じて 

市長が定める額 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日以後に申込みを受ける給水装

置工事に係る手数料について適用し、同日前に申込みを受けた給水装置工事に係

る手数料については、なお従前の例による。 
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（提案理由） 

広島県水道広域連合企業団の給水装置工事に係る手数料の額の改定に合わせて、

専用水道及び飲料水供給施設の給水装置工事に係る手数料の額を改定するととも

に、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第１３８号 

 

   東広島市保育所設置及び管理条例及び東広島市認定こども園設置及び 

管理条例の一部改正について 

 

 東広島市保育所設置及び管理条例及び東広島市認定こども園設置及び管理条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市保育所設置及び管理条例及び東広島市認定こども園設置及び 

管理条例の一部を改正する条例 

 

 （東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正） 

第１条 東広島市保育所設置及び管理条例（昭和４９年東広島市条例第４１号）の

一部を次のように改正する。 

  別表高屋中央保育所の項及び風早保育所の項を削る。 

 （東広島市認定こども園設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 東広島市認定こども園設置及び管理条例（平成２８年東広島市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表認定こども園たけにの項の前に次のように加える。 

認定こども園たかや 東広島市高屋町杵原１２７６番地 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、認定



‐８０‐ 

こども園たかやに入園する子どもの募集、入園の手続その他認定こども園たかや

の供用を開始するために必要な準備行為をすることができる。 

 （経過措置） 

３ 施行日の前日において現に高屋中央保育所に入所している乳幼児（施行日にお

いて、小学校就学の始期に達するものを除く。）については、施行日において認

定こども園たかやに入園したものとみなすことができる。 

４ 施行日前に高屋中央保育所及び風早保育所において保育された乳幼児に係る子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第３項第２号に規定す

る政令で定める額を限度として市町村が定める額については、なお従前の例によ

る。 
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 （提案理由） 

 高屋中央保育所を認定こども園に移行するとともに、風早保育所を廃止するた

め、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１３９号 

 

   東広島市火入れに関する条例の一部改正について 

 

 東広島市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長  髙  垣    德    

 

東広島市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市火入れに関する条例（昭和５９年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条第１項中「、異常乾燥注意報又は」を「若しくは乾燥注意報が発表された

とき、又は林野火災に関する注意報若しくは」に改め、同条第２項中「、異常乾燥

注意報又は」を「若しくは乾燥注意報が発表されたとき、林野火災に関する注意報

若しくは」に、「その他」を「又は」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 林野火災の予防を目的として、林野火災に関する注意報の発令中における火入れ

の中止について必要な事項を定めるとともに、所要の規定の整備を行うため、この

条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第１４０号 

 

   東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例の一部改正につい 

   て 

 

 東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例の一部を改正する 

条例 

 

 東広島市道の駅西条のん太の酒蔵設置及び管理条例（令和２年東広島市条例第６

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の表２の項中「２００円」を「３００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年２月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の１の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける東広

島市道の駅西条のん太の酒蔵のシャワー施設（以下「シャワー施設」という。）

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について適用し、同日前に許可

を受けたシャワー施設の利用料金については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 東広島市道の駅西条のん太の酒蔵のシャワー施設の利用料金の限度額を改定する

ため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第１４１号 

 

   東広島市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について 

 

東広島市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

東広島市空家等の適切な管理に関する条例（平成２８年東広島市条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条第１項及び第２項中「職員」を「職員等」に改め、同条を第１１条とす

る。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（立入調査） 

第１０条 市長は、次条第１項の規定の施行に必要な限度において、その職員又は

その委任した者（次項及び次条において「職員等」という。）に空家等の敷地に

立ち入って必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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（提案理由） 

緊急安全措置の施行に必要な限度において行う立入調査に関し必要な事項を定め

るとともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第１４２号 

 

   東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

   改正について 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

   を改正する条例 

 

 東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６年東広

島市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

吉川東地区 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された東広

島都市計画吉川東地区地区計画において地区整備計画が

定められた区域 

 別表第２に次の１表を加える。 

４０ 吉川東地区 

建築制限の事項 建築制限の内容 

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならな

い。 

 (1) 工場（統計法第２条第９項に規定する統計基準であ

る日本標準産業分類大分類の製造業（法別表第２（

る）項第１号(1)から(10)まで及び(13)から(23)まで

に掲げる事業を除く。）に係るものに限る。） 

(2) 研究施設（前号に規定する工場に関係するものに限

る。） 

(3) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者

のための共同住宅又は寄宿舎 
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 (4) 前３号の建築物に附属するもの 

容積率の最高限

度 

１０分の２０とする。 

建蔽率の最高限

度 

１０分の６とする。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

５００平方メートルとする。 

建築物の壁面の

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線ま 

での水平距離は、３メートル以上とする｡ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 東広島都市計画吉川東地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都

市環境を確保することを目的として、新たにその地区計画の区域内における建築物

の敷地、構造及び用途に関する制限を定めるため、この条例案を提出するものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

第６８条の２ 市町村は、地区計画等の区域（地区整備計画、特定建築物地区整備

計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区

整備計画又は集落地区整備計画（－略－）が定められている区域に限る。）内に

おいて、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等

の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めること

ができる。 
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議案第１４３号 

 

   東広島市都市公園条例の一部改正について 

 

 東広島市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

   東広島市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市都市公園条例（昭和５９年東広島市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第８条関係） 

施設の名称 
施設の 

区 分 
開 園 日 利用時間 

御建公園野球場  １月４日から１２月２７日ま 

で 

１月から３月まで、 

１１月及び１２月 

午前７時から午後６ 

時まで 

４月から１０月まで 

午前７時から午後 

７時まで 

東広島運動公園 

体育館 

 １月４日から１２月２７日ま 

で。ただし、次に掲げる日を 

除く。 

(1) 月曜日（その日が国民の 

祝日に関する法律（昭和２ 

３年法律第１７８号）に規 

定する休日（以下この表に 

おいて「休日」という。） 

に当たるときは、その直後 

の休日でない日） 

(2) 休日（土曜日である日を 

午前９時から午後９ 

時まで 

東広島運動公園 

陸上競技場 

 １月から３月まで、

１１月及び１２月 

午前９時から午後５ 

時まで 

４月から１０月まで 

午前９時から午後 

６時まで 

東広島運動公園 

ゲートボール場 

 

東広島運動公園 

グラウンド・ゴ 

ルフ場 

 

東広島運動公園 

野球練習場 
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東広島運動公園 

テニスコート 

屋外テ

ニスコ

ート 

除く。）の翌日（休日の翌 

日が土曜日、休日又は前号 

に規定する日（以下この号 

において「休日等」とい 

う。）に当たるときは、そ 

の直後の日曜日及び休日等 

でない日） 

 

屋内テ

ニスコ

ート 

午前９時から午後９ 

時まで 

クラブ

ハウス 

東広島運動公園 

多目的広場 

 

東広島運動公園 

フットサルコー 

ト 

 

東広島運動公園 

野球場 

 

東広島運動公園 

スケートボード 

場 

 

別表第３の５(2)の表フットサルコートの部中 

「       

 附属設備 １回当

たり 

規則で定める額 

 

 

 

 

      」 

を       

「       

 照明灯 １時間 

当たり 

１面につき 620円   

 附属設備 １回当

たり 

規則で定める額  

      」 

に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ 改正後の東広島市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第３の５(2)

の表フットサルコートの部に掲げる照明灯に係る新条例第９条第１項の許可及び

新条例第１４条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他
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の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができ

る。 

  



 

‐９４‐ 

 （提案理由） 

東広島運動公園のフットサルコートの利用時間を変更するとともに、当該施設の

照明灯の使用料の額を定めるため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号） 

第１８条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設

置及び管理に関し必要な事項は、条例（－略－）で定める。
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議案第１４４号 

 

東広島市火災予防条例の一部改正について 

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

東広島市火災予防条例（平成１６年東広島市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

目次中「第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第４１条 

の２－第４１条の７）」を 
「第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する 

第２章の３ 林野火災の予防（第４１条の８・第４１ 

基準等（第４１条の２－第４１条の７） 
に改める。 

条の９）              」 

 第４１条中「警報」の右に「（法第２２条第３項に規定する火災に関する警報を

いう。第４１条の９において同じ。）」を加え、同条第７号を削る。 

 第２章の２の次に次の１章を加える。 

   第２章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第４１条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下この条及び

次条において「林野火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林

野火災に関する注意報を発することができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、

市の区域内に在る者は、第４１条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めな

ければならない。 
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３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制

限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。 

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制

限） 

第４１条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したと

きは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第４１条各号に定める火の使用の制

限の対象となる区域を指定することができる。 

第８０条第１号中「行為」の右に「（たき火を含む。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 林野火災の予防の実効性を高めることを目的として、林野火災に関する注意報及

び警報の発令等について必要な事項を定めるとともに、所要の規定の整備を行うた

め、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 



‐９８‐ 

議案第１４５号 

 

   東広島市使用料条例の一部改正について 

 

 東広島市使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１１月２８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市使用料条例の一部を改正する条例 

 

東広島市使用料条例（昭和５１年東広島市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

別表の２の表備考１中「場合は」の右に「、下黒瀬小学校にあっては１時間当た

り１,７００円」を、「１,０００円」の右に「、龍王小学校にあっては１時間当た

り２,３００円」を、「１,７００円」の右に「、磯松中学校にあっては１時間当た

り１,６００円」を加える。 

附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後の行政財産の使用に係る改正後の東広島市使用料条例

（以下「新条例」という。）別表の２の表の規定により算定される使用料の徴収

は、同日前においても、新条例第２条の規定の例により行うことができる。 
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（提案理由） 

下黒瀬小学校屋内運動場、龍王小学校屋内運動場及び磯松中学校屋内運動場に冷

暖房設備を設置することに伴い、これらの学校施設に係る使用料を新たに定めるた

め、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

 


